
報告第１３号 

 

令和６年度矢巾町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について 

 

令和６年度矢巾町一般会計繰越明許費について、地方自治法施行令（昭和22年政令 

第16号）第146条第２項の規定により、次のとおり報告する。 

 

 

 

 

 

令和７年６月１０日提出 

 

矢巾町長 高 橋 昌 造 



左    の    財    源    内    訳

款 項 事　業　名 未  収  入  特  定  財  源 一般財源

国庫支出金 県支出金 地方債 その他

円 円 円 円 円 円 円 円

5,560,000 5,560,000 0 0 0 0 0 5,560,000

5,764,000 5,764,000 5,764,000 0 0 0 0 0

441,000 441,000 0 0 0 0 0 441,000

311,000 311,000 0 0 0 0 0 311,000

11,300,000 11,300,000 0 6,836,000 0 0 0 4,464,000

177,000 177,000 0 0 0 0 0 177,000

2,000,000 2,000,000 0 500,000 0 0 0 1,500,000

9,955,000 9,955,000 0 9,953,000 0 0 0 2,000

13,779,000 13,779,000 0 0 13,778,000 0 0 1,000

29,001,000 29,001,000 0 1,050,000 0 0 0 27,951,000

56,000,000 56,000,000 0 0 0 0 0 56,000,000

13,200,000 13,200,000 0 4,611,000 0 4,700,000 0 3,889,000

188,433,000 188,433,000 0 91,133,000 0 78,400,000 0 18,900,000

5,000,000 5,000,000 0 0 0 0 0 5,000,000

39,288,000 39,288,000 0 15,317,000 0 11,200,000 0 12,771,000

令和６年度矢巾町一般会計繰越明許費繰越計算書

繰 越 額
翌 年 度
繰 越 額 既 収 入

特定財源

 1　議会費  1　議会費 矢巾町議会史編さん事業

庁舎維持補修事業

地域おこし協力隊事業

 3　民生費  1　社会福祉費

物価高騰対策給付金給付事業

保健福祉交流センター維持管
理事業

 6　農林水産業費  1　農業費　 特用林産施設等体制整備事業

 2　総務費  1　総務管理費

合併70周年記念事業

 4　衛生費

 1　保健衛生費 出産・子育て応援事業

 2　環境衛生費 重点対策加速化事業

 7　商工費  1　商工費
中小企業支援事業（物価高騰
対応重点支援分）

 2　道路橋梁費

道路維持管理事業

交通安全施設整備事業

防災安全対策事業

生活道路整備事業

橋梁維持補修事業

 8　土木費

－1－



左    の    財    源    内    訳

款 項 事　業　名 未  収  入  特  定  財  源 一般財源

国庫支出金 県支出金 地方債 その他

繰 越 額
翌 年 度
繰 越 額 既 収 入

特定財源

2,192,000 2,192,000 0 0 0 0 0 2,192,000

1,033,000 1,033,000 0 0 0 0 0 1,033,000

2,356,000 2,356,000 0 0 0 0 0 2,356,000

31,869,000 31,869,000 0 0 0 28,900,000 0 2,969,000

265,000 265,000 0 0 0 0 0 265,000

1,276,000 1,276,000 0 638,000 0 0 0 638,000

419,200,000 419,200,000 5,764,000 130,038,000 13,778,000 123,200,000 0 140,860,000合　　計

 4　都市計画費

矢幅駅東西自由通路等維持管
理事業

矢巾町活動交流センター維持
管理事業

 5　住宅費 町営住宅改修事業

 9　消防費  1　消防費 消防自動車更新事業

 8　土木費

 10　教育費  4　社会教育費

矢巾町公民館維持補修事業

史跡公園整備事業

－2－



議案第３６号 

 

   財産の取得に関し議決を求めることについて 

 

 次のとおり財産を取得するため、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項

第８号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和39

年矢巾町条例第８号）第３条の規定により、議会の議決を求める。 

 

 １ 取得する目的 

   矢巾町立小学校における大型提示装置（電子黒板及びプロジェクター）購入の

ため 

 

 ２ 取得する財産 

設置場所 品目 数量 
取得予定価格（消費税

及び地方消費税込み） 

各 小 学 校 大型提示装置 46台 33,000,000円 

 

 ３ 取得の方法 

   買入れ 

 

 ４ 契約の相手方 

   岩手県紫波郡矢巾町流通センター南三丁目４番１４号 

   コセキ株式会社 盛岡営業所 

   所長 吉 田 大 輔 

 

 

 

  令和７年６月１０日提出 

 

 

                  矢巾町長 高 橋 昌 造 

 


